
一 頁 

○ 総 務 省 告 示 第   号 

 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 七 条 第 五 号 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定

実 験 試 験 局 と し て 使 用 可 能 な 周 波 数 の 範 囲 等 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  平 成 年  月  日                                         

総 務 大 臣 石 田 真 敏 

周波数の範囲（注１） 使用可能地域 使用可能期間 等価等方輻射電力（注２） 備  考 

207.5MHz から 

222MHz まで 

北海道総合通信局管内 平成 33 年 3 月 31 日まで 200Ｗ以下  

東北総合通信局管内 平成 33 年 3 月 31 日まで 200Ｗ以下  

関東総合通信局管内 平成 33 年 3 月 31 日まで 200Ｗ以下  

信越総合通信局管内 平成 33 年 3 月 31 日まで 200Ｗ以下  

北陸総合通信局管内 平成 33 年 3 月 31 日まで 200Ｗ以下  

東海総合通信局管内 平成 33 年 3 月 31 日まで 200Ｗ以下  

近畿総合通信局管内 平成 33 年 3 月 31 日まで 200Ｗ以下  

中国総合通信局管内 平成 33 年 3 月 31 日まで 200Ｗ以下  

四国総合通信局管内 平成 33 年 3 月 31 日まで 200Ｗ以下  

ふく 

別紙１ 
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九州総合通信局管内 平成 33 年 3 月 31 日まで 200Ｗ以下  

沖縄総合通信事務所管内 平成 33 年 3 月 31 日まで 200Ｗ以下  

（ 注 １ ）  発 射 す る 占 有 周 波 数 帯 幅 に あ る い か な る 電 波 の エ ネ ル ギ ー も 、 当 該 電 波 が 使 用 可 能 な 周 波 数 の 範 囲 か ら 逸 脱 し て

は な ら な い 。  

（ 注 ２ ）  空 中 線 電 力 は 、 そ の 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 値 が そ れ ぞ れ 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 欄 に 掲 げ る 範 囲 内 と な る も の で あ る こ

と 。  

  


